
留学生就職促進教育プログラム認定制度

背景 課題

事業概要

外国人留学生に対する「日本語教育」、「キャリア教育（日本企業論等）」、「インターンシップ」を一体として提供する質の
高い教育プログラム（留学生就職促進教育プログラム）を文部科学省が認定。当該プログラム修了者が就職活動におい
て各大学が発行する修了証明書を提示することにより、外国人留学生の国内企業等への就職を一層促進する。
※2026年度末を目途に50以上の教育拠点での認定を目指す。（「成長戦略フォローアップ」令和３年６月18日・2025年10月現在 29拠点を認定）

メリット
と

目標とする成果

日本語教育

○取組に参画する各業界の需要や履修者の
専攻分野、想定するキャリアパス等を踏まえ、
履修者が在学中に身に付けるべきビジネス
コミュニケーション能力や日本語の能力水
準を明確に設定し、対外的に明示できるよ
うにすること。

キャリア教育（日本企業論等）

○一般的な企業文化の講習にとどまらず、より実践
的なキャリア教育を施すことにより、学生のキャリア
プランをしっかりとイメージさせる取組であること。

○主として企業人による、日本企業・組織での働き
方・キャリアパスの講習、日本企業・組織で働くこと
の意義に関する講義等を行っていること。加えて、
想定するキャリアパス等を踏まえ、業界研究等の
就職活動の支援を行っていること。

インターンシップ

○国内企業等における２週間程度以上のイ
ンターンシップを実施していること。短期のイン
ターンシップを複数回に分散して実施する場
合は、国内企業等でのインターンシップ経験
日数の合計が２週間程度以上となるもので
あること。

○事前・事後指導を含めて１か月程度の期
間が確保されていること。

日本経済全体の活性化のため、幅広い産業で需要が高まる高度
外国人材の獲得・定着が求められており、外国人材の活用は政府
方針の柱の一つとなっている。
⇒外国人留学生の日本国内での就職率を６割（国内進学者を
除く）に向上させることを目指す

（ 「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023改訂版」、「教育振興基本計画」 令和5年6月16日）、
「未来を創造する若者の留学促進イニシアティブ（第二次提言）」令和5年4月27日）

①日本の採用慣行や日本企業等での働き方の理解
②ビジネスの世界で求められる日本語能力
③外国人留学生採用枠の拡大
④外国人留学生向け就職情報の充実
⑤外国人留学生用インターンシップの充実 など

○ 認定された大学は外国人留学生受入れ促進プログラム
（文部科学省外国人留学生学習奨励費）の優先配分の対
象となる。
○ 認定により、企業等における信用度向上、採用における留
学生の能力把握を容易にすることができる。
○ 修了した留学生が、日本での就労を目的とした在留申請
を地方出入国在留管理局に行う際、その審査手続き上の優
遇措置を受けることができる。

○ 履修者のうち、修了者の割合が８割を超えること。
（就職活動を開始する前までに、教育プログラムを
修了させ、修了証明書を交付。）

○ 卒業・修了者のうち、我が国で就職を希望する者が
、当該年度末までに国内企業等の就職・内定を得
た割合が５割を超えること。
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